
よくある質問～マイナ保険証について～
令和6年7月版

• 患者さんからマイナンバーカードを健康保険証として（以下、「マイナ保険証」）利用するメリットや
仕組みについて質問された際の返答の参考としてご活用ください。

はい。受付は毎回お願いしています。
マイナ保険証で、患者さんの保険資格や医療情報等の閲覧同意について確認させていただいています。

毎回受付する必要があるの？

現時点では、健康保険証はお使いいただけます。ただし、令和6年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了する
ため、様々なメリットがあるマイナ保険証の利用をお願いしております。

健康保険証は使えなくなるの？

マイナ保険証を利用すると、過去１ヶ月～5年の間(※) に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルや対
応する電子版お薬手帳を通して確認できます。
※電子処方箋対応の医療機関・薬局では即時～5年の間の情報を確認可能。

なお、自身で購入されたOTC医薬品などはマイナポータルで確認できないため、お薬手帳での管理が有効です。

マイナ保険証を利用すると自分の過去のお薬情報を確認できると聞いたけど、
どうすればいいの？お薬手帳は不要になるの？

はい。多くの種類（診療/薬剤・特定健診等情報）の情報に基づいたより良い医療を受けることができたり、
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除になったりと、様々なメリットがございます。

マイナンバーカードを健康保険証利用することで、患者側のメリットはあるの？
（何のためにマイナ保険証を使うの？）

【再度顔認証を試す場合：患者がマスクや帽子を着用している場合】
マスクや帽子があると精度が落ちてしまうこともあるので、外して再度お試しいただけますか。

【暗証番号に誘導する場合：その他・マスク等を外してもうまくいかない場合】
暗証番号での認証も可能です。

【対面実施に誘導する場合】
ではこちらで確認させていただきます。（目視モードでの認証実施）
※目視確認モードとは、マイナンバーカードの顔写真と患者本人が同一であるかを受付職員が目視で確認することで
本人確認が可能となるモードです。

※目視確認モードの立ち上げ方や、利用方法は、「オンライン資格確認等システム 運用マニュアル」をご確認ください。

顔認証がうまくできません

暗証番号を忘れた場合でも顔認証で本人確認ができれば健康保険証として利用いただけます。
もし、暗証番号を忘れたり、ロックされている場合は、住民票のある市区町村窓口等に行って利用者証明用電子証明書
パスワード（4桁の暗証番号）の再設定が必要になります。

暗証番号を忘れました
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診療/薬剤・特定健診等情報などの提供に同意いただくと、情報に基づいたより良い医療を受けることが
できたり、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除になったりと、様々なメリットがございます。

各項目の意味や同意の意義について、詳しくは同意項目説明（資料）をご確認ください。

特定健診情報、高額療養費制度、限度額認定証 などの
情報提供に同意するとどうなるの？

Q

マイナンバーカードのICチップには、税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの
情報はカードからは判明しません。記録される情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に
限られています。

マイナンバーカードのICチップから医療（病歴、投薬等）情報まで
筒抜けになってしまうことはないですか。

Q

2024年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保
険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償
交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることが
できます。

お手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025（令和7）年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。

マイナンバーカードを作らなくても、従来の保険証のままでいいの？Q

住民登録のある市区町村窓口にて更新手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインで
はできません。

「電子証明書の有効期限が３ヶ月以内に切れる」と表示されました。
どうすれば良いですか？

Q

電子証明書の有効期限切れによりマイナンバーカードでの資格確認ができないため、健康保険証をお持ちの場合には、ご
提示をお願いいたします。健康保険証をお持ちでない場合には、被保険者資格申立書への記入をお願いいたします。
また、マイナンバーカードの住民登録のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。
なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。

「電子証明書が失効しています」と表示されました。
どうすれば良いですか？

Q

電子証明書とは、信頼できる第三者（認証局）が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引にお
ける印鑑証明書に代わるものといえます。

「電子証明書」とはなんですか？Q
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